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厚生労働省食品安全部企画情報課

平成25年 2月 20日 に、裁判関係書類を地下鉄内で遺失する事億が生し
その中には森永ひ素ミルク中毒事件の被害者の方のリス トが含まれておりまし
た。個人情報を含む資料を進失することはあってはならないことであり 原 告
及び被告の関係者や被害者め方々をはじめ 関 係者の皆様に ご ,さ配 ご 迷惑
をおかけしたことを深くお詫び申し上げま曳

造失したる録は、ひ素の混入した森永乳栄製の統ミルクを飲用したことの証
明書を厚生省 (現厚生捌駒省)と 財団法人ひかり協会が運名で交付するため

昭和54年 に 財 団法人ひか り協会が厚生省に変付対象者を協議する目的で作
成し 厚生省が保管していたものでえ 個人情報として記就されている事項は、
昭和54年 当時の氏ると目主市町村のみであり ご 指摘の時害の軽量 後見人

年齢等は含まれておりませスち

当該名擁は 本 裁判の原告の方が森永軍し業製の紛ミルクを飲用した被害をで

あることを確認するために使用したものであり 裁 判上必要となる可能性があ

るため 厚 生力動省職員が本裁判に出廷する際に擦行していたもので曳

遺失の経緯等は2月 25日 に発表した別添ブL/1リ ツースのとおりですが

こうした裁判閃係資料の追失はあってはならないことであり こ のような事案

が再度発生しないよう、公共交通機関ては裁判関係書類を常に携狩し 目 のPD

かない場所に置かないなど、省外における書類の管理の統底を図つてまいりま

す。また 関 係駿員については必要な処分を行 う予定としています。

報道発表資料における裁判に関する記述についてですが 事 案について報道

発表するに当たっては、報道関係者に対して本裁判について価潔に.fL明する必

要があることから、報道発表を行 う厚生労助省食品安全部企画情報諜において、

H‐判所に提出された誘状を基に必要昆′卜眼の記載を行いましr_。



リストを造失してしまったことにより 森 永ひ素ミルク中毒事件の技害者や
ご家族の方々に プ ライバシー等に関する様々なごをい配があろうかと思いまえ
そこでt3月 S日 に厚生労働省のホームページ (ⅢI●。〃,副 Dhlv go j。/
seisatunitsui↓。/bunttyk。.にou_iwoH/s市  〔uhin/toHヒourik:/』。rinage/) に、
別添のとおり 本 事案についてのお詫びと問い合わせ先を掲載するとともに、
さらなるご説明の方策について 校 害者救済事業を実施している公益財団法人
ひかり協会等とき中談しているところです。

こうした事ほが生じ、関係者の勧票にご心配 ご 迷惑をおかけしたことにつ
いて 改 めて深くお詫び申し上げます。
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裁判関係書類の遺失に関する報告 とお詫び

平成25年 2月 20日 、厚生労働省食品安全部の職員が帰宅途中に、森永ひ宗ミ
ルク事々に関連する裁判の関係書類を東京メトロ丸ノ内線内で遺矢する事実が発
生しました。関係者の皆様に3い配 と送惑をおかけしたことを深ぐお影び申し上
げます。
このようなことが三度と発生しないよう、改めて情報管理の徹底を図つていきま

す。

(媛 )
平成25年 2月 20日  厚 生労働省食品安全部の強員が帰宅する遠中、東京メト

日丸ノ内線内で、森永ひ索ミルク事年に関連する裁判の関係書類およ った紙袋を座

層貴号雪警忌長F置
さ 下草する駅て確認したところ、紙筆がなくなつてしヽること

1 遭 失発生日時 場 所
平成25年 2月 20日 年後11時 頃、東京メトF丸 ノ内線内 (東京駅～教費

駅間)

2 道 失物■
裁判関係資料を綴つたファイル2冊 (訴状の写し 準 備害面の写し、参考資

料等)
ま状の写しには、裁判所で閲覧可能な文常ではありますが、原告関係者 (3

名)、国以外の被告関係者(10名 )の民名 住所等が記朝されています。また、
参考資料には、昭和54年 当時の森永ひ完ミルク飲用章証明害の交付対象者(4
55名 )の リスト(氏名及倒吾とi町 村をIB載)が 含まれています。

3 事 後措置
東京メトロ及び丸の内警察署へ遺失を届け出ました。また、原告年13名 の

方に対して事情説明及びお発びを行つたところです。昭和54年 当時の森永ひ
嘉ミルク飲用者証明害の資付対象者の方への対応については 被 言者救済事業
を実施している公益財団法人ひかり協会と協議を行つています。

4 再 発け止
同様の事案を発生させないよう、省外における害窺の管理の徹底等を回つて

まいります。
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裁半1聞係書類の遺末に関するご報告あ 詫び

平成z5年2月20E厚 生労働者嬢いが帰宅途中に 森永ひ恭 ルク草件に関遠する盛粗の関係者額を安京メトロ■の
内換内【遺失する事環/JI生じました。ネD中には 原告埼の氏る と所等の他】欲著者1万04●2名のうち、昭和54年に
ま永ひ泰ミルク旗用者証明をを支付された455る の方め当時の氏る1居在市町村(断名や客地は合まれておりません)
/Jtt職旨え リス,い合まれていました。
級書者やご索撲の方々には 大寮_‐b配 =歯 稼をおか,し 課くお院ど申し上げます。

費刊門採書類の市■速塞 B。(朝

※遠英したリストは 昭和S4年当時のえるコ剖=市町村をのみが砲載されており 現在の在所を確定や るものでi■ば
t こ`となどから 直接_‐E稼 が小かる可能性はほしヽと考えておりますが 何か気になることポ生したりあるしヽは=心配
の点がある場合rlは 、■致をお掛けしますが 以下ま“=遠慈をいただどますようお用 まヽします。
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裁削関係書類の道矢事秦の概要

平成25年 2月 20日 、厚生餌勧省食品安全部の騒員が帰宅する逃中

東京メトロ丸′内線内で、森永ひ索ミルク事件に閃遵する裁判の関係客類が

入つた紙袋を倒常上の荷物置きに置き、下草する駅で確認したところ 紙 袋

がなくなっていることに気づきました。

遺英発生日時、場所

平成25年 2月 20日 午後11時 頃、東京メト,九 ノ内線内 (東京駅～

擢 駅間)

遺人物件

裁判関係資料を綴ったファイル2冊 (所状の写し、鞘篇吾面の写し、参

考資料等)

解状の写しには、原告関係者 (3名 )、国以外の被告関係者 (10名 )の

氏名、住所等が記載されていました。また 参 考資料には、昭和54年

に森永ひ未ミルク飲用者証明書を交付された方 (455名 )の リストが

含まれており そ こには当時の民名及び培住市町村 (町名や番地は含ま

れておりませ7yl力【範裁されていました。

今後 こ のようなことが再度発生しないよう、公共交通機関では裁判関

係害類を告に携常し、目の屈かない場所に置かないなど改めて情報管理の

徳慮を図つてまいりまえ


